
№ 付　　議　　事　　項

１ 議案第 １０６ 号

（２～４ページ参照）

２ 議案第 １０７ 号 ＜ 補 正 額 ＞ 　　　２，９１９，９３２千円

＜ 補 正 後 の 総 額 ＞ 　１５５，７３１，２７４千円

＜ 繰 越 明 許 費 補 正 ＞ 　プレミアム付商品券事業

　　　補正前　２，１２８，１７８千円

　　　補正後　３，１１１，９７１千円

＜債務負担行為補正＞ 　水道料金基本料金無償化事業の期間及び限度額設定

　　令和７年度から令和８年度まで　　　　８１２，９７６千円

３ 議案第 １０８ 号 ＜ 項 目 ＞ 　　　　　＜　補　正　額　＞　　　　　　＜補正後の総額＞

収益的支出 　　　　　　　８，５１８千円　　　８，８６７，９４１千円

資本的支出 　　　　　　　５，８８７千円　　　４，７６０，７３２千円

４ 議案第 １０９ 号 ＜ 項 目 ＞ 　　　　　＜　補　正　額　＞　　　　　　＜補正後の総額＞

収益的支出 　　　　　　９６，０６７千円　　　４，１０１，０１５千円

５ 議案第 １１０ 号 ＜ 項 目 ＞ 　　　　　＜　補　正　額　＞　　　　　　＜補正後の総額＞

収益的支出 　　　　　　３１，１８０千円　　　６，０１９，２８９千円

資本的支出 　　　　　　　４，４００千円　　　２，３８４，３８１千円

令和７年１２月市議会定例会付議事項の主要内容（追加提出分）
議案番号 主　　要　　内　　容

一般職の職員の給与に関する条例等中一
部改正について

令和７年度高槻市下水道等事業会計補正
予算（第３号）

令和７年度高槻市一般会計補正予算（第
６号）

令和７年度高槻市自動車運送事業会計補
正予算（第１号）

＜令和７年１２月市議会追加提出予定条例議案概要のとおり＞

１
２
月
１
８
日

提
出
分

令和７年度高槻市水道事業会計補正予算
（第２号）
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令和７年１２月市議会追加提出予定条例議案概要 

 

議案

番号 
付  議  事  項 理   由   及   び   要   旨 備   考 

106 一般職の職員の給与に関する条

例等中一部改正について 

  

１ 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第１条及び第２条関係） 

(1) 人事院勧告（令和７年８月７日付け）に準じて、一般職の職員の給与について次の

とおり改定する。 

  ア 給料の引上げ（別表第１、別表第２、別表第４及び別表第５関係） 

    官民給与の均衡を図るため若年層からおおむね３０歳台後半までの職員を中心と

して行政職給料表の給料月額を平均３.４％引き上げるとともに、行政職給料表以 

外の給料表の給料月額については行政職給料表との均衡を基本に引き上げる。 

  イ 通勤手当の引上げ（第１５条の２関係） 

    通勤に自動車等の交通用具を使用する職員に係る通勤手当の月額を次のとおり引

き上げる。 

通勤距離（片道） 改 正 後 現  行 

 2km以上 5km未満 
現行どおり 

 3,600円 

(自転車は、2,000円) 

 5km以上10km未満  4,200円 

10km以上15km未満  7,300 円 57,100円 

15km以上20km未満 10,400 円 10,000円 

20km以上25km未満 13,500 円 12,900円 

25km以上30km未満 16,600 円 15,800円 

30km以上35km未満 19,700 円 18,700円 

35km以上40km未満 22,800 円 21,600円 

40km以上 25,900 円 24,400円 

  ウ 宿日直手当の引上げ（第２０条関係） 

宿日直手当の上限を勤務１回につき４,７００円（現行：４,４００円）に引き上

げる。 

  エ 期末手当の引上げ（第２２条関係） 

 公布の日から施行し、令和

７年４月１日から適用する。

ただし、１(2)は令和８年１

月１日から、１(1)エ及びオ

並びに２のうち令和８年度以

降に係る部分並びに３(2)は

同年４月１日から施行する。 
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  期末手当の支給月数を次のとおり引き上げる。 

区  分 令和８年度以降 令和７年度 現 行 

一 般 職 員 

６ 月 期 
１.２６２５月 

（０.７１２５月） 

現行どおり 
１.２５月 

(０.７月) １ ２ 月 期 
１.２７５月 

(０.７２５月) 

特定管理職員 

特定任期付職員 

６ 月 期 
１.０６２５月 

（０.６１２５月） 

現行どおり 
１.０５月 

(０.６月) １ ２ 月 期 
１.０７５月 

(０.６２５月) 

  （注）１ 特定管理職員＝課長級以上の職員 

     ２ （ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員の特定管理職員 

  オ 勤勉手当の引上げ（第２３条関係） 

勤勉手当の支給月数を次のとおり引き上げる。 

区  分 令和８年度以降 令和７年度 現 行 

一 般 職 員 

６ 月 期 
１.０６２５月 

（０.５１２５月） 

現行どおり 
１.０５月 

(０.５月) １ ２ 月 期 
１.０７５月 

(０.５２５月) 

特定管理職員 

特定任期付職員 

６ 月 期 
１.２６２５月 

（０.６１２５月） 

現行どおり 
１.２５月 

(０.６月) １ ２ 月 期 
１.２７５月 

(０.６２５月) 

  （注）１ 特定管理職員＝課長級以上の職員 

     ２ （ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員の特定管理職員 

(2) 「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正

する法律（令和７年法律第６８号）」により教員の処遇の改善を図る措置が講じられ

たことを踏まえ、任期付教育職員の給与に関し次のとおり改正を行う。 

ア 義務教育等教員特別手当の見直し（第２３条の３関係） 

    「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則及び

教育公務員特例法施行規則の一部を改正する省令（令和７年文部科学省令第２４号

）」により示された基準を参酌し、義務教育等教員特別手当の支給に係る校務類型

は学級を担任する業務及びその他の校務に区分するとともに、当該手当の支給額の 
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  上限を月額７,０００円（現行：６,０００円）に引き上げる。 

  イ 教職調整額の引上げ（第２４条の２及び附則第４項関係） 

    任期付教育職員に係る教職調整額の支給割合を次のとおり段階的に引き上げる。 

区 分 
令和13年

以降 
令和12年 令和11年 令和10年 令和9年 令和8年 現行 

支給割合 100分の10 100分の9 100分の8 100分の7 100分の6 100分の5 100分の4 

  ウ 教員特殊業務手当の見直し（別表第６関係） 

    週休日等において児童又は生徒に係る非常災害業務、救急業務又は補導業務に

従事した場合における教員特殊業務手当の額を次のとおり見直す。 

区  分 
改 正 後 現  行 

時 間 額 時 間 額 

非常災害業務 

４時間以上 ８,０００円 

７時間４５分以上 ８,０００円 

５時間以上７時間 

４５分未満 
４,０００円 

救急業務又は 

補導業務 

７時間４５分以上 ７,５００円 

５時間以上７時間 

４５分未満 
３,７５０円 

２ 特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部改正（第３条及び第４条関係） 

  １(1)による一般職の職員の給与改定に準じて、特別職の職員及び市議会議員の期末

手当の支給月数を次のとおり引き上げる。 

区 分 令和８年度以降 令和７年度 現 行 

６ 月 期 
２.３月 

現行どおり 
２.２７５月 

１ ２ 月 期 ２.３２５月 

３ 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正（第５条及び第６条関係） 

(1) １(1)による一般職の職員の給与改定に準じて、会計年度任用職員の給与及び費用

弁償を引き上げる。（附則第１２項及び第１３項並びに別表第１及び別表第３関係） 

 (2) 事務・技術業務に従事する会計年度任用職員に係る給料表の７等級及び８等級を統

合し、７等級とする。（別表第１関係） 
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